
住宅改修費につい住宅改修費につい住宅改修費につい住宅改修費についてててて    

 

介護保険サービスにおける住宅改修とは、 

要介護認定者が、転倒を防いだり自立しや 

すい生活環境を整えるための小規模な工事 

をいいます。 

現在の住まいを安全で暮らしやすいもの 

にするために、住宅改修にかかる費用の支 

給を次のとおり行っています。 

対象工事 

手すりの取り付け手すりの取り付け手すりの取り付け手すりの取り付け 

段差の解消段差の解消段差の解消段差の解消    

すべりの防止、移動の円滑化等のためのすべりの防止、移動の円滑化等のためのすべりの防止、移動の円滑化等のためのすべりの防止、移動の円滑化等のための    

床または通路面の材料の変更床または通路面の材料の変更床または通路面の材料の変更床または通路面の材料の変更    

引き戸等への扉の取替え引き戸等への扉の取替え引き戸等への扉の取替え引き戸等への扉の取替え    

洋式便器等への便器の取替え洋式便器等への便器の取替え洋式便器等への便器の取替え洋式便器等への便器の取替え    

その他、上記各工事に付帯して必要な工事その他、上記各工事に付帯して必要な工事その他、上記各工事に付帯して必要な工事その他、上記各工事に付帯して必要な工事    

※屋外部分の工事についても対象となります。    

対象者 
介護保険要介護認定者 

※要支援１・２、要介護１～５と認定された方要支援１・２、要介護１～５と認定された方要支援１・２、要介護１～５と認定された方要支援１・２、要介護１～５と認定された方 

支給金額 

支給限度額２０万円支給限度額２０万円支給限度額２０万円支給限度額２０万円（限度額を超えなければ複数回申請可） 

※限度額のうち、１割１割１割１割、、、、２割２割２割２割又は又は又は又は３割３割３割３割分については自己負担分については自己負担分については自己負担分については自己負担となり

ます。 

支払方法 

償還払い償還払い償還払い償還払いと受領委任払い受領委任払い受領委任払い受領委任払いの二種類の納付方法があります。 

償還払い償還払い償還払い償還払い    

住宅改修費用の全額を利用者から施工業者に支払い、その後の申請

により保険給付額分（９割、８割又は７割分）を半田市から支給を

受ける方法です。    

受領委任払い受領委任払い受領委任払い受領委任払い    

住宅改修費用の１割、2 割又は 3 割分を施工業者に支払い、残りの

分について、半田市から受領に関する委任を受けた施工業者に直接

支払う方法です。    

    

○ 手 続 き の 流 れ○ 手 続 き の 流 れ○ 手 続 き の 流 れ○ 手 続 き の 流 れ ○○○○    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

要介護認定要介護認定要介護認定要介護認定をををを受受受受けていますかけていますかけていますかけていますか？？？？    

（（（（要支援要支援要支援要支援１・２１・２１・２１・２、、、、要介護要介護要介護要介護１１１１～～～～５５５５））））    

要介護認定要介護認定要介護認定要介護認定をををを受受受受けるけるけるける必要必要必要必要がありがありがありがあり

ますますますます。。。。高齢高齢高齢高齢介護課介護課介護課介護課ににににごごごご相談相談相談相談くだくだくだくだ

さいさいさいさい。。。。    

担当担当担当担当のケアマネジャーはいますのケアマネジャーはいますのケアマネジャーはいますのケアマネジャーはいます

かかかか？？？？    

高齢高齢高齢高齢介護課介護課介護課介護課にごにごにごにご相談相談相談相談くださいくださいくださいください。。。。    

ケアマネジャーにケアマネジャーにケアマネジャーにケアマネジャーに相談相談相談相談（（（（住宅改修住宅改修住宅改修住宅改修をををを必要必要必要必要とするとするとするとする理由書理由書理由書理由書のののの作成作成作成作成））））    

住宅改修業者住宅改修業者住宅改修業者住宅改修業者をををを選選選選んでくださいんでくださいんでくださいんでください。（。（。（。（見積書見積書見積書見積書・・・・平面図平面図平面図平面図・・・・改修前写真改修前写真改修前写真改修前写真のののの作成作成作成作成））））    

高齢介護課高齢介護課高齢介護課高齢介護課にににに事前申請事前申請事前申請事前申請をををを提出提出提出提出    

（（（（ごごごご本人本人本人本人・ケアマネジャー・・ケアマネジャー・・ケアマネジャー・・ケアマネジャー・施工業者施工業者施工業者施工業者どなたでもどなたでもどなたでもどなたでも申請申請申請申請できますできますできますできます。。。。））））    

高齢介護課高齢介護課高齢介護課高齢介護課よりよりよりより着工許可通知着工許可通知着工許可通知着工許可通知をををを発送発送発送発送    

※※※※着工許可前着工許可前着工許可前着工許可前にににに工事工事工事工事をををを行行行行ったったったった場合場合場合場合、、、、住宅改修住宅改修住宅改修住宅改修のののの対象対象対象対象とはなりませんとはなりませんとはなりませんとはなりません。。。。    

住宅改修費住宅改修費住宅改修費住宅改修費のののの支給申請書支給申請書支給申請書支給申請書    

をををを高齢高齢高齢高齢介護課介護課介護課介護課にににに提出提出提出提出    
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支支支支        給給給給    

 

●お問い合わせ先 

半田市役所高齢介護課  電話：０５６９－８４－０６４９ 

住宅改修申請住宅改修申請住宅改修申請住宅改修申請（（（（着工許可着工許可着工許可着工許可））））前前前前にににに、、、、工事工事工事工事をしたをしたをしたをした場合場合場合場合はははは、、、、支給対象支給対象支給対象支給対象となりまとなりまとなりまとなりませせせせ

んんんんのでのでのでので、、、、工事前工事前工事前工事前にににに必必必必ずごずごずごずご相談相談相談相談くださいくださいくださいください。。。。    


